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平成２５年７月     

福祉部 障害者福祉課 

 

１ 趣 旨 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令

第１７１号）の一部改正に伴い、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準の一部改正を検討しています。 

 この基準の改正は、「川越市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正」及び「川越市指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部改正」として行う予

定です。 

  

２ 内 容 

 

 小規模多機能型居宅介護事業者が基準該当生活介護を行う場合の登録定員及び通

いサービスの利用定員に、基準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイサービス

とみなされる通いサービスを利用する障害児の数を含めることとするものです。 

 

３ 施行期日 

 

平成２５年１０月１日 

 

４ その他 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第１条、第２条第１６号及

び第２１５条に係る改正部分については、用語の整理等であるため、意見募集の対象

外となります（川越市意見公募手続条例第４条第４項第８号ロに該当）。 

 

 

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準の一部改正（案）の概要について 


